
２０２４年度全国小学生バレーボール指導者一次講習会開催要項                  

（日本小学生バレーボール連盟認定指導者取得講習会） 

１ 目   的     小学生に正しく、楽しいバレーボールを指導するための指導方法について研

修し、指導者の資質の向上を図る。 

２ 主   催     公益財団法人日本バレーボール協会・日本小学生バレーボール連盟 

３ 主   管     公益財団法人日本バレーボール協会指導普及委員会                 

日本小学生バレーボール連盟指導普及委員会                       

広島県バレーボール協会  広島県小学生バレーボール連盟 

４ 開催期日   令和6年 8月 31日（土）・9 月 1日（日） 

５ 会    場   1 日目  ひろしんビッグウェーブ会議室 （予定）                             

広島市東区牛田新町１－８－３                              

2 日目 マエダハウジング東区スポーツセンター小体育室              

広島市東区牛田新町１－８－３  

６ 参加資格   ①小学生バレーボールの指導にかかわっているもの 

②小学生バレーボールの指導を希望しているもの（１８歳以上） 

７ 講座内容   ◆1日目（13：20～17：20）                                                                      

１
日
目 

講義 

１３：２０～ バレーボールの歴史 

１４：２０～ 指導者のあり方 

１５：２０～ 練習計画の立案 

１６：２０～ グループディスカッション 

              ◆2日目（9：00～１５：００）             

２
日
目 

実技 

９：００～ ウォーミングアップとクーリングダウン実習 

１０：００～ 初心者導入法 

１３：００～ 初心者指導実技 

１４：００～ フォーメンション（基礎） 

 

８ 講    師    公益財団法人日本バレーボール協会公認講師                       

公益財団法人日本バレーボール協会役員                           

公益財団法人日本バレーボール協会バレーボールコーチ２・３・４         

日本小学生バレーボール連盟役員 他 



９ 参加料     受講料4500 円を徴収する。  ＊旧１・２次講習会受講者が「日本小学生バ

レーボール連盟指導者認定員」の更新講習として受講する場合、及び聴講

希望者は 3000 円。【1 日目のみ受講】 

10 参加申込  別紙様式を広島県小学生バレーボール連盟ホームページからダウンロード

し、必要事項を記入の上、e-mail で申し込む。                          

ＨＰ： 「https://hiroshima.jvl.jp」                                                        

【申込先・問い合わせ先】                                              

広島県小学生バレーボール連盟指導普及委員長 竹下 聡              

E-mail：hiroshima.volleyball.nurture@gmail.com                                                

11 申込締切  6月２８日（金）                                                 

＊会場の収容人数等の都合により、参加者の定員を９０名とし、申込者が定

員になり次第、申し込みを締め切る。また、受講希望者が 50名に満たない

場合は、実施しない場合がある。開催中止になった場合は、７月１４日（日）ま

でに、中止の旨を連絡する。 

12 その他    ①全課程を修了した者は、日本小学生バレーボール連盟認定指導者とし、指

導者認定証を発行する。（本講習の有効期限は 4年間）               

②講習受講にあたり、筆記用具、運動できる服装（2日目）、体育館シュー

ズ、顔写真（縦 2.7ｃｍ、横２．２ｃｍ、カラー）を持参すること。             

③「実践！グッドコーチングジュニア編」を持っている方は持参すること。持って

いない方は、当日７００円で購入すること。                            

④本講習会は、以前まで認められていた公益財団法人日本スポーツ協会資

格更新の義務研修としては認められない。                           

⑤参加者の、当日の食事並びに宿泊場所等の斡旋は行わないため、参加者

自身で準備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiroshima.jvl.jp/

